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第５期嬉野市農業委員会第９回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １ 岩屋川内碇石 畑を嵩下げ H31.04.05 了 承  

報告第２号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について   

 １  吉田岩倍 農業用倉庫 H31.04.05 了 承  

 ２ 五町田日千田 農機具小屋  H31.04.05 了 承  

報告第３号  
農地法第５条第１項第７号の規定による届出につ
いて 

  

 １ 久間西ノ前 送電設備設置 H31.04.05 了 承  

 ２  馬場下畑ヶ田 外５筆 送電設備設置 H31.04.05 了 承  

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  吉田丁ノ坪 使用貸借権 H31.04.05 承 認  

 ２  不動山障子岩 賃借権 H31.04.05 承 認  

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩 1～13  久間白久保 外３４筆 賃借権・使用貸借権 H31.04.05 承 認 

 嬉 1～10  下野柳ノ瀬 外１６筆 賃借権・使用貸借権 H31.04.05 承 認 

  所有権移転   

 １  五町田平山 あっせん H31.04.05 承 認 

 ２  下野一本松 あっせん H31.04.05 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  不動山障子山 売買 H31.04.05 許 可 

 ２  岩屋川内 外１筆 売買 H31.04.05 許 可 

 ３  谷所五本杉 外１５筆 売買 H31.04.05 許 可 

 ４  下野一本杉三 無償交換 H31.04.05 許 可 



 

 

 

 

 ５  下野一本松一 外２筆 売買 H31.04.05 許 可 

 ６  吉田森 外５筆 売買 H31.04.05 許 可 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １  馬場下谷口 一般住宅 H31.04.05 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  下宿三本松 宅地分譲 H31.04.05 承 認 

 ２  下野第８区画整理 一般住宅 H31.04.05 承 認 

 ３  岩屋川内今ノ川内 一般住宅 H31.04.05 承 認 

 ４  岩屋川内桜ノ元 宅地分譲 H31.04.05 承 認 

 ５  吉田無量寺 外３筆 太陽光発電設備設置 H31.04.05 審議保留 

 ６  五町田一本松 外１７筆 建売分譲住宅 H31.04.05 取り下げ 

 ７  久間古子 外３筆 太陽光発電設備設置 H31.04.05 承 認 

 ８  馬場下谷口 外１筆 一般住宅 H31.04.05 承 認 

 ９  下野米ノ山 外１筆 資材置場（敷地拡張） H31.04.05 承 認 

 １０  下野一位原 外１筆 一般住宅及び進入路 H31.04.05 承 認 

 １１  下宿鷹ノ巣 一般住宅 H31.04.05 承 認 

議案第６号  
農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５条

の規定による申請の承認について 
  

 １  不動山小川内 外１筆 事務所 H31.04.05 承 認 

議案第７号  非農地証明願いについて   

 １  五町田辺田 駐車場 H31.04.05 承 認 

議案第８号  下限面積（別段の面積）の設定について H31.04.05 決 定 

     

     



第５期嬉野市農業委員会第４回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  平成３１年４月５日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会 ４月５日 午後１時３０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会 ４月５日 午後３時５１分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内利光 出 議 長 ７ 原田謙次 出 議事録署名 

１ 池田博幸 出  ８ 峰正己 出 議事録署名 

２ 馬場みどり 出  ９ 中島文二郎 出 憲章朗読 

３ 森和義 出  １０ 杉﨑順憲 出  

４ 西田昭義 出 事前審査班長 １１ 山口安則 出  

５ 植松和幸 出  １２ 生田健児 出  

６ 山口智佐代 出   

 

（職員等） 

事 務 局 長 福田正文 主    事 三根拓己 

主    事 永田良子 農林課主 任 納富 作男 

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

  第１ 報告第１号 農地等形状変更届出について  

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更 

及び農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第７号 非農地証明願について 

議案第８号 下限面積（別段の面積）の設定について 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

局  長  定刻になりました。 

本日は、委員の皆様は全員出席でございます。会長の御挨拶の後、議長の開会

宣告をお願いいたします。 

 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号９番中島委員にお願いします。全員、

御起立ください。 

      （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

御着席ください。 

 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第９回定例総会を開会いた 

します。本日、議題としますのは、報告３件と議案は８件で、審議事項は５４件 

です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号７番原田委員と８番峰委員を指名いたし

ます。よろしくお願いをいたします。 

      それでは、報告第１号、農地等形状変更届出についてです。整理番号１番につ 



いて、事務局の説明を求めます。 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出についてです。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      届出人は、上岩屋の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 碇石 ○○○番○ 

地目は畑 面積は７５３㎡です。 

理由は、段差をなくし、作業をしやすくするため、畑の嵩上げをしたいという

ことです。 

東は道路 西、南は畑 北は里道です。 

図面は２ページと３ページ、写真は１番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事務局の説明のとおり、段差を無くして、作業効率を高めるために嵩上げを行

うということでした。少し水が出てましたので、それは排水をしてお茶が育つよ

うにするということでした。 

議  長  続いて、３月２８日に第４班で実施した事前審査の結果について、 

西田委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  先日は４班の皆さんお疲れ様でした。ここは、岩屋川内のお茶の中心地で特 

     に段々畑がつながるようなところで、荒れたところがなく非常にいいことだと 

思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地等形状変更届出について、整理番号１番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出についてです。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番です。 

      届出人は 東吉田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 岩倍 ○○○番○ 

地目は畑 面積は（４６５㎡のうち）１９８㎡です。 

用途目的は、農業用倉庫です。 

東は畑、西は宅地 南は宅地、畑 南は宅地、道路です。 

図面は５ページと６ページ、写真は２番を御覧ください。以上です。 



議  長  この件について、峰委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域委員  ここは、先月、宅地に申請された隣の畑で小さい小屋がありましたが、出入り

が困難で撤去され、新たに農業用倉庫を作るそうです。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、西田班長、報告をお願いします。 

班  長  いまおっしゃったとおりで、農業に関する施設で、周りが宅地であり問題な 

いかと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、整理番号１番に 

ついては、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２です。 

      届出人は 五町田第２の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 日千田 ○○○番○ 

地目は畑 面積は（５５６㎡のうち）１６.２㎡です。 

用途目的は、農機具小屋です。 

東は宅地 西は里道 南は宅地、畑 北は里道です。 

図面は７ページと８ページ、写真は３番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、馬場委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域委員  場所は、JA 塩田支所の駐車場南側で徒歩ですぐのところです。そう広くない

農地でございますが、野菜等作付けして管理がなされています。横には側溝が通

っており、別にいうこと無いと思います。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、西田班長、報告をお願いします。 

班  長  この方は、非常にまじめで、届け出は届け出で申請をされたと思います。こ 

れも農業小屋でありますので、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、整理番号２番に 

ついては、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 



 

議  長  次に、報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出についてで 

す。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書９ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は  南下久間の ○○○○ 様 

      借受人は  佐賀市の 九州電力株式会社配電カンパニー 

佐賀送配電統括センター長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 西ノ前 ○○○番○  

地目は田  面積は１２１㎡ 用途目的は、送電設備設置です。 

事由は、県道塩田鹿島線沿いの鉄塔用地にコンクリート舗装実施のため転用し 

たいということです。 

東は田 西は水路、田 南は田 北は田、農道です。 

図面は１０ページと１１ページ、写真は４番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

担当委員  南下久間の水路際の鉄塔用地で、問題ないかと思います。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、西田班長、報告をお願いします。 

班  長  高圧線の下に、コンクリートを打つということで、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、農地法第５条第１項第７号の規定による届出 整理番号１番については、 

全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１番です。 

      譲渡人は  布手の ○○○○ 様 

      譲受人は  佐賀市の 九州電力株式会社配電カンパニー 

佐賀送配電統括センター長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 畑ヶ田 ○○○番○、外５筆  

地目は田  面積は合計で３１９㎡ 用途目的は、送電設備設置です。 

事由は、県道塩田鹿島線沿いの鉄塔用地に、所有権移転後コンクリート舗装実 

施のため転用したいということです。 

東は農道 西は田 南は道路 北は水路、田です。 

図面は１２ページと１３ページ、写真は５番を御覧ください。以上です。 

議  長  この件について、森委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

担当委員  高圧線の下で、昔は耕運機で耕せたが、現在は大型農機で、耕せないことで九



電に相談したところです。相続関係で２０年ほどかかりましたが今回しんせいが

できることができている。今後、農地として使えないこともあり、九州電力に売

却し、コンクリート舗装をするということになりました。審議のほどお願いしま

す。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、西田班長、報告をお願いします。 

班  長  これも１番と同じで、問題ないかと思います。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、地法第５条第１項第７号の規定による届出 整理番号１番については、 

全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、次に議案第１号 農用地利用集積計画の解約についてを議題としま 

す。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 真上吉田の ○○○○ 様、 

      借受人は 峰川原の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 丁ノ坪 ○○○番、地目は田 面積は１,６７４㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

期間は平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までです。 

解約理由は、使用貸借での契約だったが、貸付人が利用権を、賃借権に変更す

ることを希望されたので、借受人を変えて、再契約をするためということです。

合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案どおり承

認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番については、原案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 下不動の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく下不動の ○○○○ 様です。 



所在地は、大字不動山 障子岩 ○○○番 

地目は田 面積は６６３㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

期間は平成２２年６月１日から平成３２年５月３１日までです。 

小作料は、反当たり米４５㎏ 年３０㎏ 

解約理由は、借受人の子である○○○○様に農地法３条による所有権移転をす 

るためということです。農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通 

知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案どおり承

認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号２番については、原案どおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

皆さんにお諮りします。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から１３ 

番までについてを一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から 

１３番までについて、農林振興課の説明を求めます。 

農 林 課   別添の表１ページ目と２ページ目を御覧ください。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から１３番までについてです。 

貸し手人は 南志田の ○○○○ 様、外１１名様です。 

借り手人は 同じく南志田の ○○○○ 様、外１０名様です。 

所在地は、大字久間 白久保 ○○○番○、外３４筆 

地目は全筆、田 面積は合計で３５,８９３㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は３年から１０年で、再設定と新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各要 

件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から１３番までについて、質疑を行ないま 

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分整理番号１番から１３番まで

については、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分整理番号１番から１３番までについては、原案どおり承認することに決定 

しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、利用権設定について嬉野町の分です。 

 皆さんにお諮りします。利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から１０ 

番までについて、一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から 

１０番までについて、農林課の説明を求めます。 

農 林 課  別添の表３ページ目と４ページ目を御覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から１０番までについてです。 

貸し手人は 式浪の ○○○○ 様、外９名様です。 

借り手人は 上岩屋の ○○○○ 様、外７名様です。 

所在地は、大字下野 柳ノ瀬 ○○○番、外１６筆 

地目は全筆、田  面積は合計で２３,０２２㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は３年から５年で、再設定と新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分整理番号１番から１０番までについて、質疑を行ないま 

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から１０番まで

については、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について嬉野 

町の分整理番号１番から１０番までについては、原案どおり承認することに決定 

しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、所有権の移転についてです。整理番号１番について、事務局の説明を 

求めます。 

事 務 局   別添の表５ページ目を御覧ください。所有権の移転について整理番号１番です。 

売り手人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様  

買い手人は 畦川内の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 平山 ○○○番、 



地目は田  面積はで１,５２５㎡ 

所有権移転の種類は、あっせんで、利用目的は米です。 

対価としましては、反当たり３００,０００円、全体で４５７,０００円です。 

議  長  それでは、所有権の移転 整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、 

意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について 整理番号１番に

ついては、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 所有権の移転について 

整理番号１番については、原案どおり承認することに決定しました。 

続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

売り手人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様  

買い手人は 下吉田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一本松一 ○○○番、 

地目は田  面積はで２,８７５㎡ 

所有権移転の種類は、あっせんで、利用目的は米です。 

対価としましては、反当たり５８４,０００円、全体で１,６８０,０００円です。 

議  長  それでは、所有権の移転 整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、 

意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について 整理番号２番に

ついては、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 所有権の移転について 

整理番号２番については、原案どおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可についてを、議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１５ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 下不動の ○○○○ 様です。 

      譲受人は 同じく下不動の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字不動山 障子岩 ○○○番、 地目は田 面積はで６６３㎡ 



売買価格は、反当たり７５,４１５円、全体で５０,０００円です。 

譲渡理由は、労力不足。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということです。 

図面は１８ページと１９ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 大野原の ○○○○ 様です。 

      譲受人は 同じく大野原の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 平重 ○○○番○、外１筆 

 地目は現況が田の原野と畑 面積は合計で７２３㎡ 

売買価格は、反当たり４１,４９４円、全体で３０,０００円です。 

譲渡理由は、農業廃止。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということです。 

図面は２０ページと２１ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。売買による所有権の移転です。 

譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 山口の ○○○○ 様です。 

      所在地は、１７ページ、別紙①を御覧ください。 

大字谷所 五本杉 ○○○番、外１５筆  



地目は１筆が田、１５筆が畑でうち３筆が現況山林です。 

面積は合計で１３,７０３㎡、内訳は田が８０５㎡、畑が１２,８９８㎡です。 

売買価格は、反当たり４３,７８６円、全体で６００,０００円です。 

図面は２２ページと２３ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  畑は何ですか。耕作者が福岡なので荒地ですか。 

事 務 局  管理者は、譲受人である○○○○さんです。耕作してない畑もありますが管 

理はされているとのことです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号３番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です、無償交換による所有権の移転です。 

      譲渡人は 嬉野市長 村上 大祐 様 

      譲受人は 下吉田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字下野 一本杉三 乙６４３番２ 地目は畑 面積は４０㎡ 

譲渡理由は、市が行う道路改良工事に伴い、用地買収される農地（田）乙 641-9 

の代替地として、市の買収農地（畑）乙 643-2 と交換のためということです。 

図面は２４ページと２５ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号４番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１６ページです。整理番号５番、売買による所有権の移転です。 



      譲渡人は 愛知県岡崎市の ○○○○ 様、外３名様です。 

      譲受人は 東吉田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字下野 一本松一 ○○○番○、外２筆 

 地目は３筆とも畑 面積は合計で７,５３４㎡ 

売買価格は、反当たり１００,０００円、全体で７５３,４００円です。 

譲渡理由は、農業廃止。 譲受理由は、経営規模の拡大のためということです。 

図面は２６ページと２７ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号５番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 長崎市の ○○○○ 様 

      譲受人は 納戸料の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字吉田 森 ○○○番、外５筆 

 地目は全筆、畑 面積は合計で１,３１８㎡ 

売買価格は、反当たり３７,９３６円、全体で５０,０００円です。 

譲渡理由は、農業廃止。 譲受理由は、譲渡人の要望を受けてということです。 

図面は２８ページと２９ページを御覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号６番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番について、原案どおり許可

することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号６番 

については、原案どおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 



議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認についてを、議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３０ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 本谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 谷口 ○○○番 地目は畑 面積は５１４㎡です。 

農地区分は、第２種農地 用途目的は、一般住宅 

事由は、申請地は、休耕地である。現在の住居は老朽化により建て替えを検討 

しておりましたが、その敷地が土砂災害警戒区域に指定されているため、申請地 

に一般住宅として転用したいということです。 

東は宅地 西、南は学校敷地 北は畑です。 

図面は３１ページと３２ページ、写真は６番を御覧ください。以上です。 

議  長  森委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  前田推進委員の地区でございますので説明をしていただきます。 

推進委員  自宅の方が警戒区域ですので、前の畑に建てるということで、部落の方には 

     了解は受けておられます。 

議  長  それでは、西田班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  せんじゃ畑で、周りは小学校、宅地に囲まれているようなところです。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  はい、無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案ど

おり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について、議題とい

たします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３３ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 東京都中野区の ○○○○ 様、 

譲受人は 武雄市の 有限会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 三本松 ○○○番 地目は田 面積は６５９㎡です。 

農地区分は、第３種農地 用途目的は、宅地分譲です。 

事由は、申請地は、休耕地である。所有者は遠方に居住されており、今後の農 

地の維持管理が困難なことから、宅地分譲として転用したいということです。 

東は宅地、畑 西は宅地 南、北は道路です。 



売買価格は、反当たり３０,３４９,０１３円、全体で２０,０００,０００円です。 

図面は３７ページと３８ページ、写真は７番を御覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  現地は荒地で、敷地両側に排水路があり、下水も引いてあります。分譲地であ

り、問題ないかと思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  周りは住宅、アパートがあり、住宅を建てるためのようなところでございます。 

農地としての価値は少なく、住宅としての価値が高いと思われます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 井手川内の ○○○○ 様、 

譲受人は 下岩屋３区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 第八区画整理 ○○○番○ 

地目は畑 面積は３７９㎡です。農地区分は、第３種農地 

用途目的は、一般住宅 

事由は、申請地は、休耕地である。現在の居住地が崖地で災害の危険があるた

め、申請地に転居したく、一般住宅として転用したいということです。 

東は畑、雑種地 西は畑 南は畑、宅地、雑種地 北は道路です。 

売買価格は、反当たり２４,５３８,２５８円、全体で９,３００,０００円です。 

図面は３９ページと４０ページ、写真は８番を御覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  区画整理され下水道も引かれており、排水も問題ないかと思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  ここも１番とおなじく第八区画で住宅地になりつつあるところで、住宅地の 

価値がある地域で問題ないかとおもいます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 下岩屋２区の ○○○○ 様、 

譲受人は 同じく下岩屋２区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 今ノ川内 ○○○番 

地目は畑  面積は２７２㎡です。農地区分は、第３種農地 

用途目的は、一般住宅 

事由は、申請地は、休耕地である。長男が現在の居住地である甲 1661 番に同

居することとなったので、隣接の申請地に新居を建設するため一般住宅として転

用したいということです。 

東は雑種地、宅地 西は畑、宅地 南は宅地、雑種地 北は畑、宅地です。 

親子間による無償贈与で、０円です。 

図面は４１ページと４２ページ、写真は９番を御覧ください。以上です。 

議  長  杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  孫が帰ってくるとのことで、隣、隣接する所に住居を建てたいとのことです。

水路もあり、住宅を建てることに問題ないと思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  説明があったとおり、排水はあり、前は太陽光が設置され、裏はお茶畑、茶 

畑耕作者の了解も取れていて問題ないと思われます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 温泉１区の ○○○○ 様 

譲受人は 温泉２区の ○○○○株式会社 

代表取締役 ○○○○ 様です。 



所在地は、大字岩屋川内 桜ノ元 ○○○番○ 

地目は畑  面積は５２５㎡です。農地区分は、第３種農地 

用途目的は、宅地分譲 

事由は、申請人の○○様が所有される全ての不動産において、我社が以前より

管理を委託されております。申請地が荒地となり、近隣に迷惑をかけるのではな

いかとの判断により、売却の依頼を受けたため、宅地分譲として転用したいとい

うことです。 

東は雑種地 西は水路、道路 南は宅地 北は道路です。 

売買価格は、反当たり６,０４９,５２４円、全体で３,１７６,０００円です。 

図面は４３ページと４４ページ、写真は１０番を御覧ください。以上です。 

議  長  杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  周りが住宅地、駐車場で、植木が茂り近隣に迷惑がかかっている状態でした。 

     下水道も整備され、住宅としてはいいと思われる。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  ブーゲンビリアのハウス横で、景観上からも住宅が建った方がいいような場 

所で、２軒の分譲とのことで問題ないかと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３４ページ、整理番号５番です。 

      貸付人は 東吉田の ○○○○ 様、○○○○ 様 

借受人は 武雄市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 無量寺 ○○○番、外３筆 

地目は全筆、畑  面積は合計で１,５９１㎡です。 農地区分は、第２種農地    

用途目的は、太陽光発電設備設置 

事由は、申請地は、現在耕作放棄地である。後継者不足により今後このまま農

地として維持・管理が困難であることから、太陽光発電設備として転用したいと

いうことです。 

東は道路、山林 西は畑、山林 南は畑 北は山林です。 

賃借料は、年間反当たり５０,２８２円、全体で８０,０００円です。 

図面は４５ページと４６ページ、写真は１１番を御覧ください。また、事前審



査時に矢板の資料をお願いされましたので追加資料をお配りしています。 

議  長  峰委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  現場は荒地で、下の方には住宅があるため、大雨時の処理対応について強くお

願いしている。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  基本的には、矢板を打ち水対策には、対応をするとのことでした。矢板が鉄 

板と思っておりましたが、木材である。側溝も素掘りということで、１番危惧

することは下の方に住宅があります。工事は現状を変えず、太陽光を設置する 

     とのことでありますが、最近の集中豪雨等でのことを考慮し追加資料をお願い 

したところでした。議論をお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  写真は、業者の方からですか。 

      ○○○○さんと雨水対策についての文書での取り交わしはしていますか。 

     被害があった場合、農業委員会での責任は負えない。責任は誰がをはっきり 

したい。 

事 務 局  行政書士さんが入っておられ、契約書内容は所有者と○○○○と結ばれ、維 

持管理については○○○○と明記されています。契約書上明記されていない場 

合は、甲乙で協議し、誠意を持って解決するとなっている。 

委  員  災害対応について、○○○○と協議してもらい、誓約書を添付して頂きたい。 

議  長  次回、次の班にも見ていただき、再度協議していただくようにしたい。 

委  員  はい（委員さん達より） 

議  長  そういうことでありますので、次回に持ち越しします。取り下げとして扱いし、 

     次回申請、協議とします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号６番について、取り下げ理由について、事務局の説明を求め

ます。 

事 務 局  図面ページ、４７，４８ですが、下の方の○○さんの農地があり、今回そこ 

は含めずに申請を出され、協議していた際に田の相続登記が済みましたとの 

報告が曖昧で追求したところまだ完了していなく、今回分で受付した場合、 

20 棟建ってからでなければ、受付できない。そのため２筆を含めた、一体と 

して申請するよう指導を行った。了承され、次回に申請するとして取り下げ 

られた。 

議  長  事務局の説明の通り、取り下げられました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番について説明します。この案件は、無断転用です。 

始末書を添付して、追認的許可を申請する案件です。 

      譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様、 



譲受人は 同じく福岡市の ○○○○会社 代表社員 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 古子 ○○○番○、外３筆 

地目は１筆が田、３筆が畑 面積は合計で４３７㎡です。 

農地区分は、第２種農地  

用途目的は、太陽光発電設備設置 

事由は、申請地は、申請地は現在休耕地である。所有者は遠方に居住されてお

り、高齢で後継者不足等により、今後このまま農地の状態で維持・管理すること

は大変困難である。土地を有効活用するため、太陽光発電設備設置として転用し

たいということです。 

東は道路 西、南は雑種地 北は宅地です。 

売買価格は、反当たり８５０,１５０円、全体で３７１,５１０円です。 

図面は４９ページと５０ページ、写真は１３番を御覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  行政書士が来られ、理由を話された。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  現場を確認したところ、斜線部から水が道路に流出している形跡がある。行 

政書士に対し流出しないようにしていただくようお願いした。宅地造成を行 

う予定もあり、地区と協議を行うとの回答で、そのとき、農業委員も立ち会 

いをするよう了解を取っています。 

議  長  その後、どうなってますか。 

地域担当  行政書士が音頭を取って進めるとのことでしたが、まだです。 

事 務 局  行政書士より工事に入る前に、地区関係者へ連絡と説明を行うとのことで、 

説明会の日時については連絡する、一応話し合いを行う予定とのことです。 

班  長  話し合いの結果を文書で残してください。 

議  長  次回報告をお願いします。採決に入ります。整理番号７番について、原案ど 

おり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号７番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号８番です。 

      譲渡人は 内野内野山の ○○○○ 様 

譲受人は 福富の ○○○○ 様、○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 谷口 ○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑  面積は合計で１７５㎡です。農地区分は、第２種農地 

用途目的は、一般住宅 



事由は、申請地は、休耕地である。現在アパートに住んでおり、子供も産まれ

手狭となったため、申請地を一般住宅として転用したいということです。 

東は雑種地 西は田、雑種地 南は田、道路 北は道路、山林です。 

売買価格は、反当たり１５,７６０,０００円、全体で２,７５８,０００円です。 

図面は５１ページと５２ページ、写真は１４番を御覧ください。以上です。 

議  長  森委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  塩田小学校の西側で、もともと宅地のせんじゃ畑で、今回宅地に転用するもの

です。 

地 域 担 推 進 委 員  問題ないと思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  地域担当、推進委員のとおり問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号８番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号８番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号９番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３５ページ、整理番号９番です。 

      譲渡人は 温泉３区の ○○○○ 様 

譲受人は 南志田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 米ノ山 ○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑  面積は１８４㎡です。農地区分は、第２種農地 

用途目的は、資材置場（敷地拡張） 

事由は、申請地は、休耕地である。現在使用している既存の資材置場では不足

しているため、隣接地である申請地に敷地を拡張して、資材置場として転用した

いということです。 

東は畑 西、南は雑種地 北は道路です。 

売買価格は、反当たり６,０５９,７８３円、全体で１,１１５,０００円です。 

図面は５３ページと５４ページ、写真は１５番を御覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明と、事前審査班長としての審査結果をお

願いします。 

地域担当・班長  大草野小学校の南側,JA さがみどり付近、荒地を買収し、宅地造成を行うとの



ことで問題ないと思われる。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号９番について、原案どおり許可

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号９番 

については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号１０番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１０番です。 

      譲渡人は 南上の ○○○○ 様 

譲受人は 杵島郡江北町の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一位原 ○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑  面積は３７３㎡です。 農地区分は、第２種農地    

用途目的は、一般住宅及び進入路 

事由は、申請地は、休耕地である。現在江北町に居住、地元に家を建てたいと

計画をしていた。申請地を一般住宅及び通路として転用したいということです。 

東は宅地、里道 西は宅地 南は里道 北は宅地です。 

親子間による無償贈与で、０円です。 

図面は５５ページと５６ページ、写真は１６番を御覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明と、事前審査班長としての審査結果をお

願いします。 

地域担当・班長  小学校の西側、○○さんの姉が家を建てており、その息子さんが家を建てる。

道路を作りながら造成を行う、周りは荒地が多く農業振興上問題ないかと思わ

れます。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１０番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１０ 

番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  続いて、整理番号１１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１１番です。 

      譲渡人は 井手川内の ○○○○ 様 

譲受人は 温泉２区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 鷹ノ巣 ○○○番 

地目は畑  面積は３７３㎡です。 農地区分は、第３種農地    

用途目的は、一般住宅 

事由は、申請地は、休耕地である。現在家族４人でアパートに居住しているが、

子供の成長により手狭となったため、申請地を一般住宅として転用したいという

ことです。 

東、西は宅地 南は道路 北は雑種地です。 

売買価格は、反当たり３０,４６６,４８８円、全体で１１,３６４,０００円です。 

図面は５７ページと５８ページ、写真は１６番を御覧ください。以上です。 

議  長  山口智佐代委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  JA 嬉野斎場の横になります。現在大きな木がありますが、切り倒し宅地造成

を行うものです。排水関係も問題なく、区画整理地域内でありますので問題ない

と思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  説明の通りでございます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１１番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１１ 

番については、原案どおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更申請及び農地法第５条の規 

定による申請の承認についてを、議題とします。整理番号１番について事務局の 

説明を求めます。 

事 務 局  議案書５９ページ、整理番号１番です。 

譲渡人（当初計画者）は 井手川内の ○○○○ 様 

譲受人（事業承継者）は 温泉４区の 株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字不動山 小川内 ○○○番○、外１筆 



地目は２筆とも畑（現況 雑種地） 面積は合計で１１６㎡ 

農地区分は、第２種農地 用途目的は、事務所 

事由は、申請地は、平成２７年に一般住宅及び駐車場用地として許可を受け計 

画を進めていましたが、資金調達で不測の事態が生じて、計画を中止することと 

なりました。 

現在、賃借にて事務所及び駐車場を借り事業を行っており、申請地を事務所建 

設として変更すると共に、５条により所有権移転の申請をしたいということで、 

申請が出されました。 

東は道路  西は宅地  南は田  北は宅地です。 

売買価格は、反当たり１３,９４８,２７６円、全体で１,６１８,０００円です。 

図面は６０ページと６１ページ、写真は１７番を御覧ください。以上です。 

議  長  山口智佐代委員、地域担当委員として、説明、意見をお願いします。 

地域担当  不動山郵便局の前です。国道並みに埋め立てて事務所を建てるとのことで、問

題ないと思います。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許可 

相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５条の規定による 

申請の承認について 整理番号１番については、原案どおり許可相当と、県に副 

申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第７号 非農地証明願についてを、議題とします。整理番号１番に

ついて、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書６２ページ、整理番号１番です。申請人の認識不足により、既に転用さ 

れて２０年を経過する案件です。始末書を付けての願い出です。 

      願出者は、美野辺田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字五町田 辺田 ○○○番○ 

 地目は田 面積は２２６㎡です。 用途目的は、駐車場 

事由は、本来ならば昭和５５年に、作業場建築の際に、転用申請すべきであっ 

たところを、認識不足により転用の許可を得ずに利用していました。作業場は平 

成２９年１２月に解体され現在は雑種地状態です。今後、専立寺に所有権移転し、 



駐車場として利用していただくため非農地証明をお願いしたいということです。 

図面は６３ページと６４ページ、写真は１８番を御覧ください。以上です。 

議  長  森委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ４０年経過している案件で、建設業者の作業場として使用されていたが、寺の

駐車場として使われる予定です。 

推進委員  母親と息子の２人暮らしで、母親も認識不足で建てる際も壊す際も申請してい

なかったとのことです。寺の方からも駐車場として利用したいとのことでした。 

議  長  西田班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  別にありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  非農地証明をした根拠はありますか。 

事 務 局  ２０年経過している証明は、地元区長の意見書、国土地理院の航空写真 S 

50 年次には写っておらず H9 年には写っていた。２０年以上経過したことの 

用件は確認できています。H6 年からは宅地として課税されていることは確認 

しており、受理しております。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり非農

地であると証明することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号１番については、原案どおり非農地証明するこ 

とに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長   次に、議案書別紙議案第８号 下限面積（別段の面積）の設定についてを、 

議題とします。事務局の説明を求めます。 

事 務 局   議案書別紙を御覧ください。 

平成３１年度の下限面積については、現行面積を変更せず、５０アールと設

定する。理由といたしましては、管内で５０アール未満の農地を耕作している

農家は約２５パーセントで、その大半は担い手農家等に利用権の設定を行い流

動化が進められているとの判断によるものです。 

ただし、農地法施行規則第１７条第２項の規定により、新規就農者等の受入

れの促進により農地の有効利用等を図るとともに、担い手の確保・育成、定住

促進及び地域の活性化を図るために、新規就農者及び空き物件利用希望者に限

り、別紙のとおりそれぞれに要件を付して、別段の面積を設定するものとする。

以上です。 

議  長   それでは、平成３１年度の下限面積を５０アールと設定することについて、

また、担い手の確保・育成、定住促進及び地域の活性化を図るために、新規就

農者２０アール及び空き物件利用希望者０.０５アール、別紙のとおりそれぞ



れに要件を付して、別段の面積を設定することについて、意見ありませんか。 

委  員  ５㎡からの設定はどのような根拠。 

委  員  空き物件を少しでも作れるようにかな、空き家物件の登録状況は。 

事 務 局  市の HP では、30 件程登録、少しでも定住者促進を図るために設定されて 

いる。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。下限面積（別段の面積）について、平成

３１年度の下限面積は、５０アールと設定する。ただし、担い手の確保・育成、

定住促進及び地域の活性化を図るために、新規就農者は２０アール及び空き物件

利用希望者０.０５アールとする別段の面積を設定することに異議のない委員は、

挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第６号 下限面積（別段の面積）の設定することについて、平成３１年度

の下限面積は、５０アールと設定する。ただし、担い手の確保・育成、定住促

進及び地域の活性化を図るために、新規就農者は２０アール及び空き物件利用

希望者０.０５アールとする別段の面積を設定することに決定しました。 

 

 

以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

 

 

  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第９回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ３ 時 ４４ 分 閉会 ） 

 

 


